
　　令和７年１１月５日（水）午後２時　玉名市役所　４階　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番　下川　安 ２番  髙田  優子 ３番　村上　孝夫　 ４番　梅田　政次郎

５番　坂本　正敏 ６番　小山　昭 ７番　東　英治 ９番　上田　龍介 

10番　西依　雅孝 11番　村上　孝 12番　植田　勝登 13番  髙本　昌揮

14番　宮永　義一 15番　上土井　幸治 16番　古田　知明 17番　池田　秀昭

19番　坂門　聡一

８番　本田　多美子 18番　後藤　雄一

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推２　岡田　正治 推３　佐藤　浩光 推４　竹下　祐一 推５  小山　高廣

推８　荒木　雄二 推９　平野　雅久 推10　德山　幸博 推11　柴尾　覚

推12　森尾　由成 推14　島村　和久 推15　大家　保 推16　今上　隆

推17　坂口　春義 推18　中村　輝美 推19　丸山　和則

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推６　縄田　伊知郎 推７　関　幸次郎 推13　美﨑　毅

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　西山　美和 次長　棚木　章文 係長　稲生　優一 主任　村上　寛子

会計年度任用職員　瀧石　修 会計年度任用職員　堀　春美

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　　　1名

議　題

第 63 号 農地法第３条の規定による許可申請について

第 64 号 農地法第４条の規定による許可申請について

第 65 号 農地法第５条の規定による許可申請について

第 66 号 農用地利用集積等促進計画の意見決定について 　

第 67 号 農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について

報　告

第 24 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について(１８条)

令和７年第１２回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（西山美和君） 皆さん、こんにちは。定刻を過ぎましたので始めます。 

本日は、農業委員総数１９名のうち１７名の御出席で、本田委員、後藤委員か

ら欠席の届出があっております。 

また、最適化推進委員は、総数１９名のうち１５名の御出席で、水本委員、縄

田委員、関委員、美﨑委員から欠席の届出があっております。 

玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、

ただいまより、令和７年第１２回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（西山美和君） まず、下川会長より御挨拶をいただきまして、引き続き、

会議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（下川 安君） それでは、皆さんこんにちは。今日は令和７年第１２回の総会

ということで、お集まりいただきましてありがとうございます。 

１１月になって、だんだん寒くなってまいりました。これからは、色々作業が

出てくると、年末にかけて色んな作業が出てくると思いますけど、体調の方は気を

付けて頑張っていただきたいと思います。 

 それから、まずは、皆様も御承知のとおり、我々農業委員会の中から、梅田政次

郎委員が市議会議員選挙に当選をされまして、本当におめでとうございます。こう

やって、農業の発展ということの公約を掲げておりまして、今後も玉名市の農業委

員会のために頑張っていただこうと思っております。私たちも応援したいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからですね、実は昨日、農業委員会の会長・事務局長会議が熊本市の方であ

りまして、資料をいっぱいもらってきて、それを協議してくれというような話があ

って、昨日の今日なので中々まとめるのも大変なので、少しまとめたのをですね、

来月の総会の時お話をさせていただきたいなと思いますけど、そういうことでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 その中で、活動記録簿の話が色んな話が出てきます。活動記録簿の記入の手引き

というのが、何かこういうのが入っていたので、これを購入して、来月は配りたい

と思います。１冊６６０円ですけども、取りあえず購入して皆さんにお配りします

ので、活動記録の記入については、よろしくお願いします。中々分かりやすかった

冊子だなと思います。 

 今日は、農政の話について今、臨時国会がありまして、どういうふうに今後米の

問題とか農政がどうなるのか、それを色々審議していくのが、今後の流れかなと思
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います。 

 そういうことで、話はガラッと変わって、年末なので忘年会かなあとか、新年会

をせないかんかなあというようなことを思っていたんですけども、８月に農地利用

最適化推進大会があって、そのあとに懇親会をしましたので、１２月の忘年会はや

めようかなと。新年会を１月にしようかと思ったけど、１月５日なので、正月早々

なので、２月５日にちょっと遅いですけども新年会をやろうと思っています。総会

のあとに。そういうことで皆さん、スケジュールの調整をよろしくお願いいただけ

ればと思います。そういうことで、議事に移らせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（下川 安君） それでは、早速議事に入りたいと思います。 

本日は、議第６３号から６７号まで７０件の議案審議があります。それから、

第２４号の８件の報告があります。皆様方の慎重なる御審議どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日の議事録署名者は、委員番号１３番の髙本昌揮委員と１９番の坂門聡一委員

にお願いいたします。 

 なお、委員各位並びに事務局におかれましては、個人情報等の発言については、

十分御注意をいただきますようお願いします。また、発言の際は、委員番号及び氏

名を述べた上で発言されますようよろしくお願いします。併せて、採決の際は、議

決権のある農業委員のみの挙手でお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（下川 安君） それでははじめに、議第６３号農地法第３条の規定による許可

申請についてを議題といたします。件数は１２件です。 

 このうち受付番号１０番から１２番までは、玉名市農業委員会会議規則第１２条

の議事参与の制限規定に村上孝委員が該当するため、受付番号９番まで先に採決を

して、１０番の審議の前に村上委員に退室を求めたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議第６３号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の

規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するも

のとする。令和７年１１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、伊倉北方と滑石の申請人で、滑石の田１,２０１㎡を労力不足と相手方の

要望のため賃貸借権を結ぶものです。 
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 ２番、荒尾市と合志市の申請人で、岱明町の畑１,２３５㎡外１筆、計３,０３２

㎡を労力不足と相手方の要望のため売買するものです。 

 ３番、岱明町の申請人で、岱明町の田７８５㎡を相手方の要望と経営拡張のため

売買するものです。 

 ４番、岱明町の申請人で、岱明町の田４５９㎡を労力不足と相手方の要望のため

売買するものです。 

 ５番、北九州市小倉南区と玉名郡長洲町の申請人で、岱明町の田９７８㎡を労力

不足と相手方の要望のため売買するものです。 

 ６番、熊本市北区と玉名郡長洲町の申請人で、岱明町の田３９６㎡を労力不足と

経営拡張のため売買するものです。 

 ７番、天水町の申請人で、天水町の田９１０㎡外２筆、計３,０３０㎡を子へ贈

与するものです。 

 ８番、天水町の申請人で、天水町の畑５０㎡を代替地取得のため売買するもので

す。 

 ９番、天水町の申請人で、天水町の畑８６３㎡外２０筆、計２３,３４５㎡を子

へ贈与するものです。 

 以上９件、合計３３,２７６㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止規

定から申請内容を審査し、取得後、全ての農地を利用すること、機械、労働力、技

術、地域との関係も問題ないことから、許可要件の全てを満たしているものと判断

し、御提案しております。 

 また、１０月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） ９番まで事務局の説明が終わりましたので、受付番号の１番か

ら委員の説明をよろしくお願いします。また、連続して説明される場合は続けてよ

ろしくお願いします。 

 それでは、１番をお願いします。 

○推２番（岡田正治君） １番について説明いたします。２番、推進委員の岡田正治で

す。 

 場所はですね、ＪＡ支所の東側７０～８０ｍぐらいのところです。相手側の要望

と労力不足ということで、契約は成立いたしております。 

 別に何ら問題ないかと思います。御検討のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

それでは、２番をお願いいたします。 

○推１０番（德山幸博君） 推進委員１０番、德山です。２番の案件について説明しま
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す。 

 申請地は、玉名バイパス岱明町の交差点から荒尾方面へ２００ｍ行ったところで

す。譲渡人は高齢で労力不足、譲受人は相手方の要望による売買です。申請人は新

規就農であります。先月新規就農審査会を実施され、今回３条での申請となった次

第です。自宅の横に１,２３５㎡、その後方に１,７９７㎡、２筆で３,０３２㎡で

す。ニンニク、タマネギ、ジャガイモとなどの野菜を作ると言っております。トラ

クター、管理機は所有しておりますが、その他必要に応じた特殊農業機械も所有し

ておりますので、問題ないと思います。 

 １１月２日に現地調査の結果、何も問題ないと思います。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、３番をお願いいたします。 

○１１番（村上 孝君） 農業委員１１番の村上です。３番の案件について説明します。 

譲受人は、これまでにも荒廃した遊休農地を購入し、自費で圃場を整備されて

おり、来年は田植機を購入し、自分で米作りができるということで楽しみにされて

おります。 

 ３０日に現地確認を行いましたが、何ら問題はないかと思いますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、４番をお願いいたします。 

○推１１番（柴尾 覚君） 推進委員１１番、柴尾です。 

申請地は、地区の交流館からＪＲ九州の駅方面へ５００ｍ行った右側です。田

４５９㎡、譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望で、野菜を作るそうです。譲

受人は全ての農業機械はそろっていますし、以上、現地調査した結果、特に問題な

いと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、５番をお願いいたします。 

○推１２番（森尾由成君） 次、５番案件です。推進委員１２番、森尾です。 

譲受人は、こちらにはおられません。現在、田を依頼して作っておられます。

この田んぼは弁当屋の裏になるんですが、現在その田んぼに入る道路がなくて、現

在倉庫を建設中の土地の前を通行できるという旨の確約をいただいておりますので、

引き続き水稲は耕作できると思います。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、６番をお願いします。 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。６番の案件について説明します。 
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申請地は、公立小学校から北に３００ｍほど行ったところです。譲渡人は労力

不足、譲受人は経営拡張というところで、この申請地の田は面積３９６㎡で、この

隣の田を今、埋め立てて畑として耕作されています。この申請地は、両脇の田を埋

め立てられていて、入り口もないような状況になっていて、そこを買われるという

ところで、そのまま申請地の田を埋め立てて、畑として拡張されて耕作されるとい

うことなので、何ら問題はないと思います。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、７番、８番は同じ委員さんです。続けて、よろしくお願いいたし

ます。 

○推１７番（坂口春義君） 推進委員１７番、坂口です。７番の案件について説明しま

す。 

７番は、親から子への贈与による所有権移転の申請です。譲渡人が高齢になっ

たため、子供へ贈与するとのことです。場所は、地区の公園より北５０ｍぐらいで

す。申請地は、３筆で計の３,０３０㎡となっております。譲受人は、以前よりイ

チゴを作られていて、そのままイチゴを作るとのことです。 

１０月３０日、現地調査確認しましたが、問題はないと思います。審議のほど

よろしくお願いします。 

続きまして、８番の案件について説明します。 

 場所は、天水町の申請地区の集落の真ん中ぐらいです。市道の道路拡張工事とい

うことで、玉名市の収用により代替地が必要とのことです。代替地は、収用された

土地に隣接する隣の土地で、面積は５０㎡です。譲渡人は代替地提供のため、譲受

人は代替地取得のためです。今までも野菜を作っておられ、これからも野菜を作ら

れるそうです。あとからですね、玉名市の土木課からも来られて、問題はないと思

います。審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） ありがとうございました。 

続きまして、９番をお願いいたします。 

○推１８番（中村輝美君） 推進委員１８番、中村輝美です。９番の案件を説明します。 

父から子への贈与で、一生懸命農業をされており、何ら問題ないと思います。 

御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

３条申請につきまして、１番から９番まで委員の説明を終わりましたけれども、

皆様方、御意見、御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 
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○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６３号農地法第３条の規定による許可申請９件につきまして、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

受付番号１番から９番までにつきましては、許可することに決定いたします。 

 ここで議第６３号、受付番号１０番の審議に入る前に、議事参与の制限規定によ

り、村上孝委員の退室を求めます。 

― １１番 村上 孝君 退室 ― 

○議長（下川 安君） では、村上委員が退室されたので、審議を行います。 

 それでは、事務局より１０番から説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案４ページをお願いいたします。 

１０番、岱明町の申請人で、岱明町の田２,２０２㎡を借入地取得のため売買す

るものです。 

 １１番、岱明町の申請人で、岱明町の田９０１㎡を労力不足と経営拡張のため売

買するものです。 

 １２番、岱明町の申請人で、岱明町の田３６５㎡を労力不足と経営拡張のため売

買するものです。 

 以上３件、合計３,４６８㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止規定

から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、

地域との関係も問題がないことから、許可要件の全てを満たしているものと判断し、

御提案しております。 

 また、１０月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりましたので、委員の説明をお願いしたい

と思います。１０番から１２番まで、３件同じ委員さんです。続けて、よろしくお

願いいたします。 

○推１０番（德山幸博君） 推進委員１０番、德山です。１０番、１１番、１２番の案

件、申請人が同じですので、続けて説明します。 

 １０番の案件について、申請地は、岱明町地区の住宅団地の入り口です。譲渡人

は労力不足、譲受人は経営拡張による売買です。面積は１筆で２,２０２㎡、米を

作るそうです。今まで借りて米を作っていたところの買入れになります。譲受人は

専業農家で、米を７７,９４８㎡、麦を１９,７２５㎡作付けしております。 

 １０月３０日、現地調査の結果、何ら問題ないと考えます。 
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 続いて１１番、申請地は岱明町の地区にデイサービス施設があるんですけど、そ

このすぐ前方になります。譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張による売買です。

面積は１筆で９０１㎡で、米を作るそうです。 

 続いて、１２番です。申請地は、１１番の申請地のすぐ隣です。譲渡人は労力不

足、譲受人は経営拡張による売買です。面積は３６５㎡で米を作るそうです。 

 １０月３０日、調査の結果、問題ないと考えます。審議のほどよろしくお願いし

ます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

３条申請１０番から１２番まで、委員の説明が終わりましたので、これにつき

まして、皆さんから御意見、御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６３号農地法第３条の規定による許可申請１０番から１２番の３件について、

原案どおり許可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６３号の１０番から１２番までの３件については、許可することに決定いたし

ました。 

 ここで、議第６３号の１２件全て採決が終わりましたので、村上孝委員の入室を

求めます。 

― １１番 村上 孝君 入室 ― 

○議長（下川 安君） 村上委員が入室されましたので、引き続き審議を行います。 

次に、議第６４号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたし

ます。件数は１件です。 

 なお、１件につきましては、始末書の添付がありますので、委員の説明の前に事

務局担当者が読み上げます。 

 それでは、事務局の方で説明をお願いいたします。 

○事務局長（西山美和君） 議案５ページをお願いいたします。 

 議第６４号農地法第４条の規定による許可申請について。農地法第４条第１項の

規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和７年１１

月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が横島町の畑、現況宅地６０９㎡のうち２１０.１１㎡で、転用

目的は宅地拡張です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低

い農地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 
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 以上１件、合計２１０.１１㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全て

の項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提

案しております。 

 また、１０月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。この件については、始末

書が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 始末書が読み上げられましたので、委員の説明をよろしくお願

いします。では、１番をお願いします。 

○推１４番（島村和久君） 推進委員１４番の島村です。それでは、農地法第４条、議

案番号１番の説明をします。 

 転用目的は、宅地拡張です。農地転用面積は６０９㎡のうち２１０.１１㎡、全

体事業面積は２１０㎡です。自己所有の宅地と農地との境が不明確でありますが、

これは当時建物ありきで設計したためです。給排水計画としましては、給水方法は、

個別井戸、排水方法は、雨水は集水後市道側溝へ放流、生活雑排水、汚水は公共下

水道に接続、放流になっております。被害防除計画としましては、造成等の必要は

ないため、土砂の流出、崩壊等はないということです。 

 １０月３０日に現地調査を行いましたが、何ら問題ないと思います。御審議のほ

どよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ４条申請について、委員の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意見、御

質問等はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６４号農地法第４条の規定による許可申請１件につきまして、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６４号については、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第６５号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とい

たします。件数は８件です。 

 なお、これにつきましては、受付番号の１番と５番、それから６番については始

末書の添付がありますので、委員の説明の前に事務局担当者が読み上げます。 
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 それでは、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局長（西山美和君） 議案６ページをお願いいたします。 

 議第６５号農地法第５条の規定による農地の許可申請について。農地法第５条第

１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和

７年１１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が六田の田２３１㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３種農地と判断しております。 

 ２番、申請物件が山田の田５５０㎡で、転用目的は特定建築条件付売買予定地で

す。農地区分は、上下水管等が埋設されている幅員４ｍ以上ある道路の沿道で、お

おむね５００ｍ以内に保育園及び歯科医院が地域内にある農地で、第３種農地と判

断しております。 

 ３番、申請物件が山田の田２８５㎡で、転用目的は駐車場です。農地区分は、上

下水管等が埋設されている幅員４ｍ以上ある道路の沿道で、おおむね５００ｍ以内

に保育園及び歯科医院が地域内にある農地で、第３種農地と判断しております。 

 ４番、申請物件が中尾の田７４５㎡外８筆、計２,７４３.４７㎡で、転用目的は

建売住宅です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３

種農地と判断しております。 

 ５番、申請物件が小浜の田３,５７０㎡のうち２,２２０㎡で、転用目的は農業用

施設です。農地区分は、農振農用地区域内にある農地で、農振法第８条第４項に規

定する農用地利用計画において指定された用途に供することから許可は可能と判断

しております。 

 ６番、申請物件が小浜の田１,４３１㎡のうち３４８㎡外１筆、計１,７５４.２５

㎡で、転用目的は育苗施設、農機具、資材置場です。農地区分は、農振農用地区域

内にある農地で、農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定され

た用途に供することから許可は可能と判断しております。 

 ７番、申請物件が岱明町の畑５１９㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 

 ８番、申請物件が横島町の畑６０９㎡のうち３９９.０３㎡で、転用目的は個人

住宅です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、

第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 以上８件、合計８,７０１.７５㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全

ての項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御

提案しております。 
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 また１０月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく御

審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。それでは、受付番号１番

については、始末書が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） １番について始末書が読み上げられましたので、委員の説明を

お願いいたします。 

 １番、２番、３番、４番まで同じ委員さんですので、続けてよろしくお願いいた

します。 

○３番（村上孝夫君） 農業委員３番、村上です。１番の案件について説明します。 

申請地は、現地のコンビニエンスストアからすぐのところにあります。転用面

積は２３１㎡、個人住宅です。給水計画として、西側上水道本管より引き込みを行

う。排水方法、雨水は、敷地内雨水桝に集水し、西側市道側溝に排水、生活雑排水、

汚水は、西側市道内の下水管に接続し、排水します。造成工事の際は、土砂の流出、

堆積等の問題発生はないと思われますが、降雨時の砂利など十分に留意するそうで

す。万が一、問題が発生した場合は、申請者が対応するとのことでした。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 続きまして、２番の案件について説明します。 

 申請地は、地区の住宅団地そばにあります。転用面積は５５０㎡、特定建築条件

付売買予定地です。給排水計画として、上水道を利用、雨水は国道側溝に排水、生

活雑排水、汚水は公共下水道に接続、被害防除は、西側、北側の両面の周囲の高さ

を測地し、道路と同じ高さに盛土を行うそうです。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 続きまして、３番の案件について説明します。 

 これは、２番の案件の隣にあります。転用面積は２８５㎡、駐車場です。給排水

計画は、給水はなしで、雨水は地下浸透、オーバーフロー分は道路側溝に排水、生

活雑排水、汚水は発生しません。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 続きまして、４番の案件について説明します。 

 申請地は、地区の神社そばにあります。転用面積は２,７４３.４７㎡です。建売

住宅が８棟、位置指定道路もできます。給排水計画は、玉名市公共上水道から引き、
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給水、雨水は道路側溝に放流、生活雑排水、汚水は玉名市公共下水道に接続、放流

します。造成を行う際には、周囲に土砂が流出しないように、細かな注意を払うよ

うです。万が一、問題が発生した場合は、申請者が責任をもって対応するとのこと

でした。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、次の５番については始末書が出ています。事務局担当者が読み上

げます。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） ― ５番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ５番の始末書が読み上げられましたので、委員の説明をよろし

くお願いいたします。 

 それでは５番をお願いします。 

○４番（梅田政次郎君） 農業委員４番、梅田です。５番の案件について説明します。 

事業計画者は、約５３haを耕作している法人です。今回農業資材、大型トラク

ター等１０数台、作業機等３０台ほど、それから農業用車両、軽トラック・ワゴン

車等を置く場所、保管場所が必要であり、その場所の確保のために計画地は必要な

ものであるとのことです。 

 始末書のとおり、大型機械倉庫は平成２０年、車両・資材倉庫は令和５年で先に

建築されております。今回申請された内容については、この事業を遂行するにあた

っては必要なものと思われます。 

 現地調査をした結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 次の６番にも始末書が出ています。事務局担当者が読み上げます。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） ― ６番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ６番の始末書が読み上げられましたので、委員の説明をよろし

くお願いします。 

○４番（梅田政次郎君） 農業委員４番、梅田です。６番の案件について御説明します。 

５番の案件の事業者と同じで、今回始末書のとおり、長年育苗施設として使わ

れておりましたが、作業効率のために下に砂利等を敷いており、申請届出なしでの

無断の実施ということだったので、今回の始末書を出されて正式に届出をされると

いうことです。育苗施設としては、苗箱５,０００箱ほどを３月から１月までの間

利用されます。その他の期間は収穫時期等、倉庫、大型倉庫等は収穫した穀物等を
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保管するために、全部管理倉庫として利用するとのことで、その間の機械等をこの

育苗場に置くとのことです。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思われます。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、７番について説明をよろしくお願いいたします。 

○１２番（植田勝登君） ７番の案件について説明いたします。農業委員１２番の植田

といいます。 

 今度これはですね、譲渡人が熊本市にお住まいで、譲受人が岱明町にお住まいで、

申請地の場所がスポーツセンターのそばです。その畑に個人住宅を建てるというこ

とで、畑の面積が５１９㎡になっていますけど、住宅の床面積が９８.３３㎡で、

平屋の建物というようなことで聞きました。これは小学生の子供さんがいるので、

ちょうど申請地の近くのアパートに住んでみえるんですけど、ちょうどよい機会だ

というようなことでお願いして、相談に乗ったというようなことで、ここには上下

水道も完備されて、ちょうど道路に面した非常に良い住宅地には、近頃家がどんど

ん建っているような用地です。被害防除計画として、用地の高さが２ｍ以上あるも

のですから、そこには擁壁工事をして、そして被害がないようなことをやりたいと

いうようなことでしたので、別に問題はないと思います。 

 審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、８番をお願いいたします。 

○推１４番（島村和久君） 推進委員１４番、島村です。議案番号８番の説明をします。 

転用目的は個人住宅です。農地転用面積は６０９㎡の中の３９９.０３㎡、全体

事業面積は３９９㎡となっております。農地区分としては、第２種農地です。事業

内容としては、個人住宅３９９㎡となっております。経過は、住環境が整った地域

であり、親の住居に隣接しているためということです。権利の種類は、使用賃借権

です。給排水計画といたしましては、給水方法は、個別井戸より給水、排水方法は、

雨水は、集水後、市道側溝へ放流、生活雑排水は、公共下水道に接続、放流になっ

ております。被害防除計画といたしましては、造成工事に携わる土砂の流出、堆積

を防ぐため、隣の地権者の方等に事業計画を説明、同意を得、細心の注意を払って

おります。万が一、土の流出や周辺の農地等への被害が生じた場合には、申請者が

責任を持って対応するということです。 

 また、１０月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議のほどをお願いいたします。 
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○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ５条申請８件につきまして、委員の説明が終わりましたけれども、皆さんの方か

ら御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 はい、坂本委員。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。２番、３番、４番の案件についてで

すね、ちょっとお尋ねなんですけど、この譲受人の方は、譲渡人さんから売買とい

うことで買い上げて、申請がされているんですかね。農地を買って、建物を建てる

という考えでよろしいですか。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 事務局、瀧石です。 

２、３、４番については、譲渡人、譲受人とここに書いておりますが、こうい

うケースは全て所有権移転です。 

○５番（坂本正敏君） 売買ですね。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） はい。 

○５番（坂本正敏君） 農地の売買の場合は、金額を書いてあるのに、この件について

は、金額が書いてないのはなぜですかね。その辺、ちょっとお伺いします。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 特にその理由はないんですけれども、中には贈与

というものもあると思います。 

○５番（坂本正敏君） 贈与は、分かります。これ売買でしょう、農地を。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 売買です、はい。 

○５番（坂本正敏君） その辺が、何でかなて思ってですね。多分、これかなりの金額

だと思うとですよね、多分。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 記入した方がよろしければ、今後記入いたします。 

○５番（坂本正敏君） できれば、そのようにお願いします。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） はい、分かりました。 

○５番（坂本正敏君） 以上です。 

○議長（下川 安君） ほかに、坂門委員。 

○１９番（坂門聡一君） 農業委員１９番、坂門です。すみません、５番と６番の件で

御質問させていただきます。 

 これまでも、こういう場合、気づいたとか、最近ですという案件がよく出てきま

すけど、先月の案件にも近いような、こういう気づきましたというのが出てきてで

すね。ちょっと気になるのは、先ほど、委員からも報告があり、平成２０年から使

用していましたという発言があったと思うんですが、多分、両方とも一緒ぐらいの

時期からされたと思います。今日、今の時点令和７年ですが、その間にですね、気

づくことはなかったか、あるいは、今回こういうふうに出てきたのは、誰かからの
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リークじゃないですけど、アドバイスがあってお気づきになって申請されたのか、

ちょっと、その辺の経緯も少し分かっていたら教えていただけたらと、悪いとかそ

ういう意味じゃなく、ただ、ちょっと長いなと、今まで分からなかったのが長いな

という気がしたので。 

 それともう一点はですね、１０月の時点での委員会総会で話をしました。多分、

私が発言しているんですが、こういうケースが出てくるので、広報活動をしてくだ

さいということをお願いしたと思うので、その件で多分「広報たまな」１１月号で

すかね、記事を見たんですが、その記事の内容辺りは、事務局から説明いただけれ

ば非常にありがたい。 

 １点目と２点目をお願いします。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 事務局の瀧石です。１点目についてお答えいたし

ます。 

 今回のケース、それから前回のケースもそうなんですが、今回の申請にいたった

理由につきましては、今後の経営規模拡大のためにですね、自ら行われたというこ

とです。というのは、農地法の関係で新たに規模拡大する場合は、過去に違法状態

があった場合には認められないという規定がございます。そういったことで、少な

くともそれを是正しないと次の農地法３条はないと、農地中間管理事業をとおした

賃貸とかもできなくなるというような状況になってきまして、最近大規模な方のこ

ういう是正のための追認の許可申請が出てきているという状況が正直なところでご

ざいます。 

○１９番（坂門聡一君）ありがとうございます。 

○係長（稲生優一君） すみません、農業委員会事務局の稲生です。 

１１月号の「広報たまな」の方に、農地転用の手続きについて載せさせていた

だいております。今回のように、違反転用されている案件が非常に多ございますの

で、手続きをされて失念されていらっしゃる方とか、色々いらっしゃるかと思いま

すけども、転用手続きが必要ですというのを載せさせていただいております。 

 併せて、形状変更手続き、農地の形状を手続きを経ずに変えられている方もいら

っしゃいますので、その内容についても、併せて掲載させていただいているところ

です。以上でございます。 

○議長（下川 安君） よろしいですか。はい、ありがとうございました。 

ほかに何かございましたら。 

○１２番（植田勝登君） 一つよろしいですかね。 

○議長（下川 安君） ちょっと待ってください、マイク持っていきます。 

○１２番（植田勝登君） ちょっとお尋ねなんですけど、この始末書を書かれた理由と
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いうのはよく分かったんですけどもね、これは税制面で、農地と宅地ですかね、今

までは農地として課税されよったのが、宅地として課税されるということになる訳

でしょう。どうなんですか、その辺のところ。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 事務局の瀧石です。お答えいたします。 

必ずしも、税制と一致する訳ではありません。税制の取扱いと農地法の取扱い

は。 

○１２番（植田勝登君） 同じですか。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） いや、税制部局が現地を見てですね、そちらの方

の基準で、農地かどうか、どういう作付けであるかとか雑種地であるかというのを

ですね、現況の判断をされるということです。 

○１２番（植田勝登君） だから、今度変えられたということは、農地から宅地に変え

られた訳でしょう。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） この状況がどうか分かりませんが、もし農地とし

て課税されていて、今回許可申請が出たので当然課税部局の方にも情報は行きます

ので、それを見て、また判断の要素が変わるといったことはあると思います。 

○１２番（植田勝登君） 変えられるならば、別に始末書なんか書く必要ないじゃない

ですか。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 農地法違反を是正するということで、、、。 

○１２番（植田勝登君） 農地法に違反しとる訳でしょう。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 違反しています。 

○１２番（植田勝登君） 違反しとるということは、宅地扱いにせないかんよというこ

とでしょう。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 今年から宅地扱いになっている可能性もあります。 

○１２番（植田勝登君） それが分からんというのは、どういうふうに分からん訳です

か。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 向こうは向こうの基準で土地の現況というか、課

税の現況を判断します。 

○１２番（植田勝登君） そこはどこが判断する訳ですか、それを。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 課税部局です。市の課税部局。 

○１２番（植田勝登君） 税務署かなんかがする訳。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 市役所にある課税、固定資産税の担当部局。 

○１２番（植田勝登君） 変えんでもいいんだったら、別に始末書なんか書く必要はな

いと、私は思うんだけどね。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） そこは農地法に違反していますので。 
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○１２番（植田勝登君） 違反しとるから変える訳でしょう。農地法と税法というのは

違う訳ですか。 

○会計年度任用職員（瀧石 修君） 違います。リンクする場合もありますが、違う場

合もあります。 

○１２番（植田勝登君） どこがどういうふうに違うか分からん、わざわざ始末書なん

か書く必要ない。じゃあ、判断の結果を教えていただけますか。どうやって判断し

たと。次の総会、後でも結構です。 

○係長（稲生優一君） すみません、農業委員会事務局、稲生です。 

まず、固定資産税の宅地かどうかというのは、税務課の固定資産税係の方が現

地を確認しまして、登記地目が農地だろうがなんだろうが、現況が宅地なら宅地と

いうことで課税をされます。今回農地法に基づく農地転用許可を経て、登記地目が

宅地なら宅地に変えられるという形になろうかと思いますけども、それをもって、

もう既に宅地になっていたから、税務課の方では宅地として課税されていたかもし

れませんけども、この転用許可を得たことによって、地目がその現況に合うような

手続きをされているというような形になりますので、あくまで農地法は農地法、税

法は税法ということで動いている部分でございますので、そこのところは御了承い

ただければと思います。 

○１２番（植田勝登君） 了承できんですね。農地法と税法の違いというのがね、と私

は思いますけど。その辺の法整備をきちんとしてもらわんといかんな。時間かけて、

こういう審議する必要はないと思いますよ。 

 失礼しました。では、結果を教えてくださいね。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございます。結果が出たら、また次の総会の

時にでも、、、。 

○１２番（植田勝登君） そんな難しいことはなか。どうこうこうで間違っとったから

こういうふうにしたよと、課税は今までどおり引かれるよとかね。課税はこうだっ

たけど、農地法がこがんなっとるけんが、ここで訂正したんだよと。一々、始末書

なんか書く必要ないと私は思います。 

○議長（下川 安君） この件につきましては、また御報告をさせていただきたいと思

います。 

○１２番（植田勝登君） はい、お願いします。 

○議長（下川 安君） ほかに何かございませんか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ採決に移らせてもらっていいですか。ありがとうござ

います。 
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 議第６５号農地法第５条の規定による許可申請８件につきまして、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６５号につきましては、許可することに決定いたしました。 

 次に、議第６６号農用地利用集積等促進計画の意見決定についてを議題といたし

ます。件数は３１件です。 

 事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案９ページをお願いいたします。 

 議第６６号農用地利用集積等促進計画の意見決定について。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画に対する

意見について、次のとおり決定する。令和７年１１月５日提出、玉名市農業委員会

会長、下川 安。 

 １０ページの総括表、１１ページの総括表のうち期間借地、１２ページから１５

ページの集計表のとおり、玉名市長より意見を求められております。今回は所有権

移転が５件、２４,６９８㎡、利用権設定が２６件、６９,２３６㎡、合計３１件、

９３,９３４㎡の集積で、いずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。皆さんから、御意見、御

質問ございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６６号農用地利用集積等促進計画の意見決定３１件につきまして、原案どお

り意見決定することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、議第６６号につ

いては、原案どおり意見決定いたしました。 

 次に、議第６７号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定についてを議題

といたします。件数は１８件です。 

 それでは、事務局より説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案１６ページをお願いいたします。 

 議第６７号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について。農地中間管

理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画
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に対する意見について、次のとおり決定する。令和７年１１月５日提出、玉名市農

業委員会会長、下川 安。 

 １７ページから１９ページの集計表のとおり、玉名市長より意見を求められてお

ります。今回の配分は１８件で、いずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第

１９条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたので、皆さんから御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

 はい、髙本委員。 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。 

この中間管理事業に変わって、最近色んな人からですね、不便になったという

意見を聞くんですよ。この中間管理事業に変わってですね、良くなった点と悪くな

った点をちょっと説明してもらえれば、それを聞かれた人にお伝えできるなという

のがあるんですけど。何となく自分たちの問題でもですね、賃借料の引き落としが

されるときと米をやるときとかあるんですけど、ダブルで払っちゃってるときとか

もよくあるんですよね。その辺の利便性というのは、どうにかできないのかなとい

うのはあるんですけど、どうでしょう。よろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） 即答というのが中々できないので、次回ちょっと整理して返答

するということで、事務局の方もそれでいいですか。 

○１３番（髙本昌揮君） 分かりました。はい、よろしくお願いします 

○議長（下川 安君） 昨日もですね、あれでもこれが出ていました。なんか面倒くさ

かけんね、こういうのはせんていう人が出てきよるて。だけん簡素化をしてくれと

いうような点が、という話が昨日も話が出ていました。全国のそういう法改正の要

望があるので、そういうのがあれば要望を出してもらうと、県の農業会議の中で要

望書を出すと、載せるというような話もありましたので、その点はよろしくお願い

したいと思います。では整理してまた来月でもよろしいですか。 

○１３番（髙本昌揮君） はい、よろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） ほかにございませんか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） ほかになければ採決に移らせていただきます。 

 議第６７号農用地利用集積等促進計画（配分）１８件につきまして、原案どおり

意見決定することに異議のない方は挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、
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議第６７号につきましては、原案どおり意見決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（下川 安君） 次に報告に移ります。 

 報告第２４号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書についての８件を事務局より

報告いたします。 

○事務局長（西山美和君） ２０ページをお願いいたします。 

 報告第２４号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第

６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したの

で報告します。令和７年１１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回２１ページまでの８件、合計３５,８５６.２５㎡の解約通知を受理しており

ます。 

 以上、報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．閉 会 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 これで、本日予定の議案審議と報告が終わりました。これをもちまして、令和７

年第１２回農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時０８分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和７年１１月５日 
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